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介護保険事業者における事故発生時の報告取扱いについて

残寒きびしいときを迎え、益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。

日ごろ　介護保険行政の推進につきましては、ご支援を賜り心から感謝申し上げます。

さて、介護サービスにおける事故の発生時の対応については、「指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準」（平成１１年厚生省令第３９号）等により、施設は市町村、入所者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならないと規定されております。

そこで、それに基づき各事業所でご対応いただいているところです。

本町としても、平成１９年１月１５日付けで、別紙のとおり「介護保険事業者における事故発生時の報告取扱い」を各事業所に通知しておりますが、施設により報告の有無等についてばらつきありますので、あらためて通知申し上げます。
　なお、様式については、町のホームページ内「福祉・介護保険」→介護保険制度→介護保険各種届出様式に掲示してありますので、活用をお願いします。

今後とも、安心できる介護サービスの提供にご支援・ご協力賜りますようお願い申し上げます。
